
改葬許可申請の手順

新たな墓地・納骨堂
を決定

・手続きを始める前に、改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。

・手続きの際には改葬先の墓地・納骨堂の名称と所在地をご記入
いただきます。

受入証明書または
使用許可証を入手

・新しく遺骨を納めるお墓（霊園・寺院など）の管理者から、「受入証
明書」を受け取ってください。
・「墓地使用許可証」や「永代使用許可証」のコピーでも受付可能です。

改葬許可申請書を
入手

・現在使用している墓地・納骨堂の所在地の市区町村で改葬許可
申請書の用紙を受け取ってください。

・遺骨1体につき、改葬許可申請書が1通必要となります。

改葬許可申請書に
記入

・埋蔵・収蔵の事実の証明欄
⇒現在使用している墓地・納骨堂の管理者の署名又は記名押印が必要です。

・墓地使用者等承諾欄
⇒改葬許可申請者と※現在の墓地使用者が異なる場合はご記入ください。

改葬許可申請書を提
出

・現在使用している墓地・納骨堂の所在地の市区町村へ改葬許可
申請書を提出すると、改葬許可証が交付されます。

遺骨の取出し

•現在使用している墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提示して
遺骨を引き取ってください。

遺骨を改葬

•改葬先の墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出して遺骨を納めてくだ
さい。

現在のお墓（遺骨）を別の場所へ移動（墓じまい・引っ越し）する際に必要な手続きです。

※現在の墓地使用者…今現在お墓を管理しており、霊園や寺院との契約者（名義人）に
なっている人のこと。
一般的に、管理料を支払っている人や墓地使用許可証や永代使用許可証に名前が載ってい
る人がこれに該当する。



改葬許可申請に必要なもの

•市民課窓口でお渡しします。

•輪島市のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。

改葬許可申請書

•墓地使用者等承諾欄に記入してください。墓地使用者等が改葬許可申請者本人の場合
は不要です。

現在の墓地使用者等の承諾書

•墓地使用許可証や永代使用許可証でも受付可能です。

改葬先の墓地・納骨堂等の受入証明書や使用許可証

• 死亡（埋葬されている）者の死亡日など、死亡確認ができる死亡者本人の戸
籍（除籍）全部事項証明書を、市区町村の窓口で交付してもらってください。

• 改葬許可申請をされる方（申請者）の本籍が、市外の場合は、申請者と死亡
者の縁故を証明するものとして、申請者の戸籍謄本も必要になります。

• 死亡者の本籍地や火葬許可証の発行場所が輪島市の場合は不要です。

死亡者の戸籍（除籍）全部事項証明書または火葬許可証の写し

•運転免許証・マイナンバーカード等をご提示ください。

本人確認書類

•改葬許可申請者の代理人が手続する場合は必要です。

委任状

•一通３００円です。

手数料

•郵便請求の場合は、上記に加えて、本人確認書類の写し及び切手を貼付した
返信用封筒も同封してください。

•手数料は定額小為替または現金書留でお願いします。

郵送による申請の場合


